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令和 5 年 3 月 7 日 

日本原子力発電株式会社 

 

敦賀発電所２号炉 

調査データのトレーサビリティの確認における薄片試料作製位置の誤りについて 

（現在までの取組み状況） 

 

令和 4 年 12 月 9 日第 1099 回審査会合以降，再構築した審査資料作成プロセスに基づき，これ

までに確認が完了した調査データ※１に関して，従前提示していたデータ※２から変更等のあった内

容についてご説明を進めている。 

このたび，上記の調査データにおいて，薄片試料の作製位置 1 箇所が誤っていることを確認し

た※３。 

本資料は，現在までの本件に対する取組み状況について取りまとめたものである。 

※１：Ｋ断層とＫ断層の南方延長にある 10 孔のボーリングに関わるデータ 

※２：令和 2 年 2 月 7 日第 833 回審査会合等で提示していたデータ 

※３：なお，トレーサビリティの確認の結果，既に 5 箇所の薄片試料の再作製を実施している（参考資料（第

1099 回審査会合資料１－４（抜粋）参照））。 

 

１．事象 

令和 5 年 2 月 10 日第 1113 回審査会合のコメント※４を踏まえて次回審査会合に向けた資料作成

を進めていたところ，H27-B-1 孔 深度 74.36～74.50m の破砕部で作製した薄片試料が最新活動面

で作製されていないことを確認した※５（以下「本件事象」）。 

本件事象の確認状況を別紙１－１に示す。 

これに伴い，後述する不適合管理を進めている。 

なお，本件事象の薄片試料は，再構築した審査資料作成プロセスにおいては，第 1113 回審査会

合資料１－１でお示ししている作業手順において，「既存試料の作製位置確認」で「適切でない」

側のフローを本来は適用されるものであった（別紙１－２）。 

※４：令和 5 年 2 月 20 日面談資料（抜粋） 

「観察手順、試料観察箇所の適切性、必要な計測結果、写真、補足の説明等を追記するなどして、分かり

やすい資料として見直しを行うこと。」 

※５：令和 5 年 2 月 24 日に調査会社から連絡を受け，当社として確認した。 

 

２．審査会合資料への影響 

本件事象に関わる第 1099 回審査会合資料１－４の関連箇所は，4-6 頁，4-75～76 頁である（別

紙２－１，別紙２－２）。 

なお，本件事象箇所は，第 1113 回審査会合資料１－１における例示 16 項目には含まれていな

い（別紙２－３）。 
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３．不適合管理の状況 

 審査を再開いただいた後に発見された本件事象を当社として重く受け止め，原因の究明，是正

処置の確実な展開等，徹底して取り組んでいく。 

（１）対策 

 本件事象の破砕部に関しては，最新活動面を含む正しい位置で薄片試料を再作製し，再作製

した薄片試料の観察を実施し，観察結果等を審査資料に反映する。 

 本件事象と同様の誤りがないか，最新活動面で試料作製している他の全ての薄片試料作製

位置及び条線確認位置を対象に確認中である。 

（２）原因 

本件事象発見につながった作業内容や既に薄片試料を再作製していた箇所（5 箇所）※３との

相違を考慮し，調査中である。 

（３）是正処置 

（２）で特定した原因に基づき検討する。 

要求事項や作業手順書の見直しの要否等を確定させ，確実に取り組んでいく。 

 

４．今後の説明スケジュールへの影響 

本件事象に係る不適合管理については，3 月下旬を目途に取り組んでいる。 

第 1113 回審査会合にて提示した説明スケジュール（3 月中旬頃の資料提出）については，見直

しを行うこととし，上記不適合管理の進捗を踏まえて提示させていただきたい。 

 

以上 



別紙１－１H27-B-1孔 深度74.36～74.50mの破砕部における薄片試料作製位置の誤り確認状況

条線観察資料及び薄片観察資料の適切性を分かりやすく確認できる資料の作成をするために，研磨片の残試料を組み合わせたと
ころ，薄片試料が最新活動面（深度74.40m）で作製されていないことを確認した。

薄⽚試料 最新活動⾯位置 作製         

最新活動面の認定
・やや湾曲しているが，破砕帯範囲内では細粒部を伴い最も直線的であることから，深度74.40mのせん断面を最新活動面に

認定した。

左の研磨片写真の試料切断方
向（緑三角）より下の部分の
切断面を見た写真

左の研磨片作製位置と
同じ方向から撮影 ・試料切断方向は，最新活動面

に直交，かつ，条線方向に平
行に設定する（当該試料は
誤った方向に切断されてる）。

注）研磨片の残試料を組み合わせた写真

注） 注）

最新活動面は，
ボーリングコ
アの観察によ
る認定結果と
対比して，研
磨片における
位置及び細粒
部の分布から
確認した。
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既存の薄片試料の再作製が
必要となる場合の作業手順

本件事象に関わる作業手順（第1113回審査会合資料１－１抜粋）（赤枠，赤字加筆） 別紙１－２
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第1099回審査会合資料１－４抜粋（本件事象に伴い，変更等の対象となる範囲に赤枠を加筆） 別紙２－１
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第1099回審査会合資料１－４抜粋（本件事象に伴い，変更等の対象となる範囲に赤枠加筆） 別紙２－２(1/2)
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第1099回審査会合資料１－４抜粋（本件事象に伴い，変更等の対象となる範囲に赤枠加筆） 別紙２－２(2/2)
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第1113回審査会合資料１－１抜粋（青枠，青字，赤字吹き出し加筆） 別紙２－３

本件事象箇所（青
枠）は，第1113回
審査会合で資料修
正方針を提示した
例示16項目には含
まれていない。

第1113回審査
会合で資料修
正方針を提示
した例示箇所
は赤枠で明示
している。
（本頁は16項目
のうちの4項目）
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参考これまでに薄片試料の再作製・観察を実施している箇所
（第1099回審査会合資料１－４抜粋（赤線を加筆））
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